
平成29年度「出前講座」一覧表
番
号 講座名 内容 所要

時間 担当課

1 町の行政改革について 町では、どのような行政改革の取り組みを行っているのか、行政改
革大綱などを素材にお話します。 30分 総務課

（行政班）

2 家庭における防火対策に
ついて

家庭における防火対策や消防団活動の理解を深め、地域防災活動の
重要性についてお話します。
※煙体験ハウスによる煙避難体験、水消火器による初期消火訓練

40分 環境防災課
（防災班）

3 災害に対する日ごろの備
えについて

災害対策の基本や津波避難に対する基本原則についてお話します。
※東日本大震災時（九十九里浜）の津波襲来映像の放映 30分 環境防災課

（防災班）

4 ごみの減量について 家庭ごみの分別方法を再確認し、ごみの減量についてお話します。 30分 環境防災課
（環境班）

5 生活排水処理について 単独浄化槽と汲み取り式便槽から合併浄化槽に転換する場合の補助
金について説明します。 30分 環境防災課

（環境班）

6 みんなで考えるまちづくりに
ついて（横芝光町都市計画） 町の都市計画についてお話します。 30分 都市建設課

（管理計画班）

7 地方創生の取組について 町の人口減少の現状と、それを克服するために行っている地方創生
関連事業についてお話します。 30分 企画財政課

（企画調整班）

8 町の公共交通について 町内における公共交通の現状と今後についてお話します。 40分 企画財政課
（企画調整班）

9 町の財政状況について 町の財政状況と今後の見通しについてお話します。 30分 企画財政課
（財政班）

10 町税のあらましについて 町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税の課税のしくみ、
町税の納期・納付方法についてお話します。 60分 税務課

11 医療保険制度について 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度についてお話します。 30分 住民課
（国保年金班）

12 介護保険と高齢者福祉
サービスについて 介護保険制度の概要と高齢者福祉サービス全般についてお話します。 60分 福祉課

（介護班）

13 認知症サポーター養成講
座について

認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守
る応援者（認知症サポーター）となるための講座です。認知症予防に
ついてもお話します。

60分 福祉課
（介護班）

14 障害福祉サービスについて 制度の仕組みや各種サービスについてお話します。 40分 福祉課
（障害福祉班）

15 消費者被害から身を守ろう 消費者被害にあわないように、悪質商法などの事例を紹介し、対処
法などをお話します。 30分 産業振興課

（商工観光班）

16 町マスコットキャラクター
紹介と町の観光について

町マスコットキャラクターの紹介を兼ねた町の観光振興について説
明します。 30分 産業振興課

（商工観光班）

17 エンディングノート活用法
自分にもしものことがあった時のために伝えておきたいことをまと
めておくノート「エンディングノート」を通じて、消費者トラブルに
あわない方法について、お話します。

60分 産業振興課
（商工観光班）

18 農業振興について 担い手育成、経営所得安定対策、農地中間管理事業、基盤整備事業
など、農業振興について説明します。 30分 産業振興課

（農政班・振興班）

19 農業者年金について 農業者の老後生活を支える農業者年金について、年金の必要性や制
度の特徴などをお話します。 30分 農業委員会

20 子育て支援について 児童福祉（保育所、児童手当等）についてお話します。 30分 健康こども課
（こども班）

21 健康づくり講座 糖尿病・がんなどの生活習慣病予防について食生活、食育、低栄養、
歯の健康づくり、こころの健康などのお話、運動等を行います。

30分

～

60分

健康こども課
（健康づくり班）

22 教育課の組織について 総務班、学校施設班、給食センターの仕事についてお話します。 30分 教育課

23 町の生涯学習について 町で実施している生涯学習の内容やクラブ活動を紹介します。 30分 社会文化課
（生涯学習班）

24 気軽に楽しむ軽スポーツ 軽スポーツ出前教室（輪投げ・ユニカール・スナッグゴルフ・室内
ペタンクなどのルール説明と実技を行います。） 90分 社会文化課

（生涯学習班）

社会文化課生涯学習班　☎84－1358

　町が行っている様々な事業や施策などを知っていただくため、町の職員による「まちづくり出前講座」を開講し
ます。まちづくりについてみんなで考えましょう。

【受講できる方】　・町内に在住、在勤、在学の10人以上で構成された団体。
【申　　　　込】　・講座開催日の20日前までに「出前講座受講申込書」を社会文化課へ提出してください。
【そ　の　他】　・会場の確保や参加者へのお知らせは、申請者（主催者）側でお願いします。
　　　　　　　　・講座の開催時間は、年末年始（12月28日～1月4日）を除く午前9時～午後5時の間の2時間以内です。
　　　　　　　　　（担当課の業務の都合等で実施できない場合もあります。）

まちづくり出前講座をご利用ください
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